
記名被保険者と車両所有者は、

ご契約者の同居の親族等の場合

でもご契約いただけます。

現在のノンフリート等級も継承されます。
他の保険会社、ＪＡ共済、全労済等を含みます。ただし、一部の共済を除きます。

シチズングループ従業員および退職者の皆様へ

トータルアシスト自動車保険

団体扱自動車保険のご案内

シチズングループ

団体扱自動車保険は

15%割引!!
*1

ご契約者または

その配偶者の

同居の親族

ご契約者または

その配偶者の

別居の扶養親族

ご契約者または

ご契約者の

配偶者

引受保険会社：

*1 団体扱割引15％は、保険期間の始期日が令和7年8月1日から令和8年7月31日までの契約に適用されます。割
引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。

ご契約者はシチズングループに勤務し、シチズングループから毎月給与の支払いを受けている方（在籍出向者、職域労働組合または職域共済組織の
事業に従事している方を含みます。）、退職派遣者および退職者に限ります。記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方）および車両所有者
は、ご契約者、ご契約者の配偶者、ご契約者またはその配偶者の同居の親族、ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族のいずれかの場合に、ご
契約いただけます。

※配偶者の定義についての詳細は、「パンフレット兼重要事項説明書」をご確認いただくか、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

■退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合、資本関係の変更により系列会社でなくなった場合、「保険料の集金に関する契約
書」に定められた契約者の人数に不足する場合等には、団体扱・集団扱特約が失効し、残りの保険料を一括して払込みいただくことがあ
りますので、あらかじめご了承ください。

■本制度の対象となる退職者の範囲には制限があります。詳細は代理店までお問い合わせください。
■トータルアシスト自動車保険は、ご契約のお車が主な自家用車*2の場合にご契約いただけます。
 ご契約のお車が二輪自動車、原動機付自転車の場合等には代理店までお問い合わせください。

*2 主な自家用車とは、お車の用途・車種が自家用乗用車（普通・小型・軽四輪）、自家用貨物車〔普通（最大積載量２トン以下）・小
型・軽四輪〕、特種用途自動車（キャンピング車）であるものをいいます。

0108-ET52-B22040-202207



ご契約やお見積り、詳しいご説明をご希望される方は、本見積依頼書をＥメール、ＦＡＸもしくは郵便にてヒューリック保険サービスへご送付ください。追ってご連絡申
し上げます。※本見積依頼書、ご送付いただいた保険証券・車検証コピー・車両売買契約書に記載された個人情報を、弊社および東京海上グループ各社が取扱
う保険商品等の各種商品・サービスの提供、ご案内をするために利用させていただくことがあります。

お問合せ先

＜団体扱に関するご注意＞
このチラシは東京海上日動火災保険株式会社の自動車保険の「団体扱」の概要についてご紹介したものです。
ご契約にあたっては、必ず『重要事項説明書』をよくお読み下さい。団体扱特約失効時の取扱い、その他ご不明
な点等は、取扱代理店までお問い合わせください。

シチズングループ団体扱自動車保険 見積依頼書

①本紙（見積依頼書）に加え、現在ご契約の②保険証券（表裏の両面）コピーと③自動車検査証記録事項（車検証）コピー
をＥメール、ＦＡＸもしくは郵便にてヒューリック保険サービスへご送付ください。
※純新規契約の場合は自動車の売買契約書コピーもご送付ください。
※事故ありの場合は事故内容について確認させていただく場合があります。

ＦＡＸ ０３-３８６４－５４４９

｢東京海ジョー｣は東京海上日動
のキャラクターです。

【取扱代理店】
ヒューリック保険サービス株式会社
個人保険営業部
住所：〒111-0054
東京都台東区鳥越1-8-2 ヒューリック鳥越ビル
TEL:0120-335-870（平日9時～17時）
FAX:03-3864-5449
E-mail:kojin.new@hulichs.co.jp

【引受保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
グローバルリスクマネジメント本部
製造・消費財産業部 営業第三チーム
住所：〒100-8107
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアWEST11階
TEL:03-5223-3646

工場名までご記載いただきますと幸いです。

事故件数（ ）件

契約者様との続柄：

0108-ET52-B22040-202207_202501 

hyoshida
テキストをタイプ
HHS25073348
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